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開会 午後１時００分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  皆さん、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成２６

年第３回豊能町議会定例会を開会いたしま

す。 

  定例会に当たりまして、町長より発言を

求められていますので、これを許します。 

  田中龍一町長。 

○町長（田中龍一君） 

  皆様、こんにちは。 

  平成２６年第３回豊能町議会定例会開会

に当たりまして一言御挨拶申し上げます。 

  稲穂の実を大きくする季節となってまい

りましたけれども、８月の台風やたび重な

る大雨で日照の不足が稲に与える影響が心

配でございますが、９月に入ってからは雨

は降っておりませんけれども、本日のよう

な曇りの天気が続いている、日照の確保が

望まれております。 

  本日は、議員の皆様におかれましては非

常にお忙しい中、定例会を開催いただきま

してまことにありがとうございます。 

  また、先ほど申しましたように８月は台

風、大雨で、広島等で７０名を超える犠牲

者が出ております。山間部である豊能町に

おいても人ごとではなく、他都市での教訓

を学びながら、防災について万全を期して

まいりたいと思っております。 

  さて、１点御報告でございますけれども、

環境問題特別委員会の中でも議論されてい

たうちの、大阪府の残土条例でございます

が、先日、９月１日の大阪府の環境審議会

の検討部会で報告がまとめられ、今後は環

境審議会での議論を踏まえ、条例案を議会

に提案される予定となっておりますので、

御報告いたします。 

  また、話は変わりますが、皆様の御理解

のおかげで誕生いたしました豊能町のイメ

ージキャラクターとよのんでございますけ

れども、ゆるキャラグランプリ２０１４に

エントリーしております。きのう９月２日

よりも投票が開始されており、１０月２０

日まで投票が締め切られます。豊能町のホ

ームページからでも投票できますので、ま

た皆様、よろしく応援お願いいたします。 

  さて、今回提案させていただいておりま

すのは、条例制定４件、条例改正６件、補

正予算３件、決算認定８件、報告２件、合

計２３件でございます。どうか慎重に御審

議いただき御決定賜りますようお願い申し

上げまして、開会に当たりましての挨拶と

させていただきます。よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  お諮りいたします。 

  議会広報特別委員会より、今会期中にお

ける写真撮影の申し出があります。 

  申し出どおり写真撮影を許可することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって今会期中、写真撮影を許可いたし

ます。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２０条の規定により、１２番・高尾靖

子議員及び１３番・西岡義克議員を指名い

たします。 

  日程第２「会期の決定について」を議題

といたします。 



 

 1－5 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から９月２２日

までの２０日間といたしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日から９月２２日ま

での２０日間と決定いたしました。 

  日程第３「第６号報告 平成２５年度豊

能町一般会計予算継続費精算報告書報告の

件」の説明を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  第６号報告、平成２５年度豊能町一般会

計予算継続費精算報告書報告の件につきま

して、地方自治法施行令第１４５条第２項

の規定により御報告申し上げます。 

  土木費、道路橋梁費の、光風台大橋耐震

補強事業でございますが、平成２４年度か

ら平成２５年度の２カ年事業、総額１億2,

０００万円の計画として、平成２４年度の

当初予算において計上いたしました。 

  事業の実績は、総額8,０６２万8,４５０

円で、当初の計画と比較いたしますと3,９

３７万1,５５０円の減となっております。 

  平成２４年度の支出額はなく、平成２５

年度に事業費の全額を支出しております。

そのうち特定財源といたしまして、国庫支

出金が4,２８３万3,０００円、地方債が2,

３７０万円で、残りの1,４０９万5,４５０

円を一般財源として支出しております。 

  報告は以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第４「第７号報告 教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価の

結果に関する報告の件」の説明を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  第７号報告、教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価の結果に関す

る報告の件。 

  本件は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２７条第１項の規定に基づき、

教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、報告す

るものです。 

  点検評価については、平成２５年度に教

育委員会において執行した事務事業のうち、

教育委員会事務局の目標設定により重点的

に取り組んだものについて行うことを基本

とし、１３項目について点検評価を行った

ものです。 

  点検評価につきましては、それぞれの施

策の概要、目標、平成２５年度の取り組み

状況とその成果、また、残された課題と今

後の対応について記載したものを調書とし

てまとめたものです。 

  また、同法律第２７条第２項の規定によ

り、点検評価を行うに当たっては、教育に

関し学識経験を有する者の知見の活用を図

るものとされていることから、平成２６年

７月１１日に２名の学識経験者による聞き

取り、意見交換等を行った上で、意見、要

望としていただいたものを報告書に記載さ

せていただいております。 

  教育委員会及び事務局の活動と学校教育

に関する内容については、教育総務課３項

目、それから教育支援課５項目の事務につ

いて、兵庫教育大学大野准教授から、また、

生涯学習に関する内容については、生涯学

習課及び図書館の事務５項目について、京

都女子大学岩槻教授から意見をいただいて

おります。 

  それぞれの事務事業について、点検評価

を行った内容や、学識経験者からいただい

た意見、要望などを踏まえ、さらなる教育
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施策の充実に取り組んでまいります。 

  以上、報告いたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第５「第２６号議案 豊能町介護保

険法関係事務手数料条例制定の件」を議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第２６号議案、豊能町介護保

険法関係事務手数料条例制定の件につきま

して、提案理由の説明をさせていただきま

す。 

  本条例は、大阪府から権限移譲を受け、

広域福祉課において、池田市、箕面市及び

能勢町と共同で行っている介護保険事業者

の指定等の事務に係る手数料を新たに徴収

することとするため、当該事務に関する手

数料を定めるものでございます。 

  ５ページをごらんください。 

  条例の第１条では、地方自治法に基づく

趣旨を規定し、介護保険法に規定する事務

に係る手数料の徴収に関して必要な事項を

定めることとしております。 

  第２条は、手数料の区分、金額及び納付

に関する規定を定めるもので、６ページ以

降の別表において、それぞれ介護保険法に

規定するサービス事業者の指定の申請及び

更新の申請に係る手数料の金額を定めてい

ます。 

  さらに、第３条、第４条は、手数料の還

付、減額または免除の規定を定めるもので

ございます。 

  第５条は、必要な事項は規則に委任する

旨の規定を定めております。 

  次に、別表ですが、項１、項３、項５、

項７、項９、項１０では、介護保険法第７

０条をはじめとする要介護者向けの介護給

付を行う居宅サービス、居宅介護支援、地

域密着型サービスそれぞれの事業者の新規

指定申請及び更新申請を、項１１から項１

６では、介護保険法第１１５条で規定する

要支援者向けの予防給付を行う介護予防サ

ービス、介護予防支援、地域密着型介護予

防サービスそれぞれの事業者の新規指定申

請及び更新申請を、項２、項４、項６、項

８では、介護給付と予防給付を同時申請す

る場合の新規指定申請及び更新申請それぞ

れの金額を規定しております。 

  なお、手数料の金額については、本年１

０月から施行される大阪府福祉行政事務手

数料条例に規定する金額と同額となってお

ります。 

  最後に、附則といたしまして、この条例

の施行は、平成２７年４月１日からとする

ものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第６「第２７号議案 豊能町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例制定の件」を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  第２７号議案、豊能町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例制定の件について御説明

申し上げます。 

  本条例は、平成２４年８月に成立した子

ども・子育て支援法とその関連法に基づく、

子ども・子育て支援新制度の一環として制

定するものでございます。 

  この新制度は、社会保障と税の一体改革

に基づくものであり、１０％まで上がる消

費税財源を新たな財源として、主に小学校

就学前の子どもを対象とした子ども・子育
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て支援の質と量の充実を図るものであり、

保育の場をふやし、全国的な課題である待

機児童を減らすなど、子育てしやすい、働

きやすい環境をつくることを目指していま

す。 

  この新制度は、平成２７年４月、本格施

行の予定となっております。 

  本条例は、子ども・子育て支援法第３４

条第２項及び第４６条第２項の規定に基づ

き、特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準について定める

ものです。 

  また、本条例は、子ども・子育て支援法

第３４条第３項及び第４６条第３項の規定

に基づき、条例を定めるに当たっては内閣

府令で定める基準に従い、または参酌し定

めるものと規定されており、本条例は原則

内閣府令の基準に基づき定めております。 

  御審議の上、御決定賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第７「第２８号議案 豊能町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例制定の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  第２８号議案、豊能町家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定の件について御説明申し上げます。 

  本条例は、子ども・子育て支援法及び就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律による児童福祉法の一部改正に

よる家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準について定めるものです。 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準については、改正後の児童福祉法第

３４条の１６第１項で、市町村で条例を制

定する旨が規定されていることから、本条

例の制定を行うものであります。 

  なお、改正後の児童福祉法第３４条の１

６第２項では、条例で基準を定めるに当た

り、厚生労働省令で定める基準に従い、ま

たは参酌し定めるものと規定されておりま

す。本条例は原則、厚生労働省令の基準ど

おり規定をしておりますが、第４条の基準

の向上でございますが、事業者に対し、本

条例で定める基準を超えて、その設備及び

運営を向上させるように勧告する規定でご

ざいます。厚生労働省令の基準では、児童

福祉法に基づき、市町村で任意に設置され

る児童福祉審議会または保護者や児童福祉

関係者の意見を聞いて勧告することができ

ると規定されております。本町では児童福

祉審議会を設置しておりませんので、豊能

町子ども・子育て審議会での意見を聞いて

勧告することとしております。この条項以

外は厚生労働省令が示した基準に従って規

定をしております。 

  御審議の上、御決定賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第８「第２９号議案 豊能町放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例制定の件」を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  第２９号議案、豊能町放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例制定の件について御説明申し上げま

す。 

  本条例は、子ども・子育て支援法及び就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正
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する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律による児童福祉法の一部改正に

より、放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準について定めるものです。 

  放課後児童健全育成事業の設備、運営に

関する基準については、改正後の児童福祉

法第３４条の８の２で、国が定める基準を

踏まえて市町村が条例で基準を定めること

が規定されていることから、本条例の制定

を行うものでございます。 

  改正後の児童福祉法第３４条の８の２第

２項では、条例で基準を定めるに当たり、

厚生労働省令で定める基準に従い、または

参酌し定めるものと規定されております。

本条例は原則、厚生労働省令の基準どおり

規定をしておりますが、第４条の基準の向

上でございますが、事業者に対し、本条例

で定める基準を超えてその設備及び運営を

向上させるように勧告する規定でございま

す。厚生労働省令の基準では、児童福祉法

に基づき、市町村で任意に設置される児童

福祉審議会、または保護者や児童福祉関係

者の意見を聞いて勧告することができると

規定されております。本町では児童福祉審

議会を設置しておりませんので、第２８号

議案と同様に、豊能町子ども・子育て審議

会での意見を聞いて勧告することとしてお

ります。 

  御審議の上、御決定賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第９「第３０号議案 豊能町税条例

改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第３０号議案、豊能町税条例改正の件に

ついて御説明申し上げます。 

  議案書の７３ページ、７４ページでござ

います。 

  今回の改正は、地方税法等の改正に伴い、

法人町民税、法人税割の税率を改定し、特

定公益増進法人及び認定特定非営利活動法

人等に対する寄附金について、寄附金税額

控除の適用対象とするものでございます。 

  それでは、主な改正点につきまして、条

例の概要説明資料に沿って説明いたします

ので、資料のほうをごらん願います。 

  今回の改正点は、法人町民税及び個人町

民税に関する２点でございます。 

  まず１点目の法人町民税、法人税割の税

率の改定でございます。これまで標準税率

１2.３％を適用しておりましたが、法改正

後は制限税率１2.１％を適用するものでご

ざいます。この改正による本町の影響額は、

申告制であるため、現時点では把握できま

せんが、平成２６年度予算ベースで試算し

てみましても、税収に大きな影響を及ぼす

ものではございません。 

  次に２点目の個人住民税、寄附金税額控

除の適用対象の拡充でございます。これま

で都道府県、市町村に対する寄附金及び府

内の日本赤十字社の共同募金について対象

としておりましたが、改正後は町内に事務

所または事業所を有する公益社団法人、公

益財団法人、独立行政法人、私立学校法人、

社会福祉法人、認定特定非営利活動法人に

対する所定の寄附金についても控除対象と

するものでございます。この改正による本

町の影響額は、申告によるものであるため、

現時点で把握できませんが、税収に大きな

影響を及ぼすものではございません。 

  なお、条例の施行期日は公布の日といた

しますが、①の法人町民税法人税割の税率

の改正については、平成２６年１０月１日

以降に開始する事業年度分から。また、②

の寄附金税額控除の適用対象の拡充につい

ては、平成２７年１月１日以降に支出する
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寄附金について適用いたします。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１０「第３１号議案 豊能町ひと

り親家庭の医療費の助成に関する条例等改

正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第３１号議案、豊能町ひとり親家庭の医

療費の助成に関する条例等改正の件につき

まして、提案理由の説明をさせていただき

ます。 

  今回の改正は、各条例において引用する

法律の題名の改正に伴い、必要な規定の整

備を行うものでございます。 

  資料の概要を御参照ください。 

  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律の題

名が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律に改正

され、本年１０月１日から施行されること

に伴い、豊能町ひとり親家庭の医療費の助

成に関する条例をはじめとする各福祉医療

費の助成に関する条例及び豊能町営住宅条

例において引用する法律の題名を改正する

ものでございます。 

  なお、附則といたしまして、この条例の

施行は平成２６年１０月１日からとするも

のでございます。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御決定賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１１「第３２号議案 豊能町老人

医療費の助成に関する条例改正の件」を議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第３２号議案、豊能町老人医療費の助成

に関する条例改正の件につきまして、提案

理由の説明をさせていただきます。 

  今回の改正は、国の難病医療費助成制度

の見直しに伴い、老人医療費助成制度の特

定疾患に係る対象範囲を明確にするため、

所要の改正を行うものでございます。 

  資料の概要を御参照ください。 

  難病の患者に対する医療等に関する法律

が、平成２７年１月１日に施行されること

により、難病の患者に対する国の医療費助

成の対象となる疾患は、現在の５６疾患か

ら約３００疾患へと拡大される見込みであ

りますが、大阪府福祉医療費助成制度の抜

本的な見直しまでの間は、老人医療費助成

制度における特定疾患者となる対象疾患に

ついては、現行の５６疾患のうち、平成２

７年１月以降も国の難病としての公費負担

医療の対象となる疾患とするため、対象者

を規定するものでございます。 

  なお、附則といたしまして、この条例の

施行は平成２７年１月１日からとし、また、

経過措置として、既に医療費の交付を受け

た者につきましては、当該医療証の有効期

間中は、なお従前の例によるとしておりま

す。 

  説明は以上でございます。御審議賜り御

決定いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１２「第３３号議案 豊能町消防

本部及び消防署の設置等に関する条例改正

の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高田消防長。 
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○消防長（高田龍二君） 

  第３３号議案、豊能町消防本部及び消防

署の設置等に関する条例の一部改正の件に

つきまして、提案理由を御説明申し上げま

す。 

  今回の改正は、箕面市の豊能町に対する

消防事務の委託に係る箕面市の区域内にお

いて、まちの区域の新設がなされたことに

伴い、必要な規定の整備を行うものであり

ます。 

  改正内容でございますが、箕面市上止々

呂美及び下止々呂美区域の一部を、箕面市

森町西１丁目としてまちの区域が新設され

たことに伴い、第４条に規定する消防署の

管轄区域に森町西１丁目を追加するもので

ございます。 

  説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１３「第３４号議案 豊能町消防

団員等公務災害補償条例改正の件」を議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  第３４号議案、豊能町消防団員等公務災

害補償条例の一部改正の件につきまして、

提案理由を御説明申し上げます。 

  今回の改正は、児童扶養手当法の一部改

正により、児童扶養手当と非常勤消防団員

等に係る損害補償との需給調整規定である

条例附則中の引用規定の整備を行うもので

あります。 

  説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１４「第３５号議案 豊能町火災

予防条例改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  第３５号議案、豊能町火災予防条例改正

の件につきまして、提案理由を御説明申し

上げます。 

  今回の改正は、平成２５年８月に京都府

で発生した福知山花火大会の事故を受け、

国から示された火災予防条例（例）の改正

内容を踏まえ、屋外における催しの防火管

理体制の構築を図るため、大規模な催しに

関する規定の追加など、所要の整備を行う

ものでございます。 

  主な改正内容でございますが、１点目は、

屋外での催しのうち、大規模なもので消防

長が定める要件に該当するものを指定催し

物として消防長が指定することなどを定め

るものでございます。 

  ２点目は、指定催しをする者は、火災予

防上必要な業務に関する計画を作成し消防

長に提出しなければならないこととするも

のであります。 

  ３点目は、屋外における催しの防火管理

の実効性を担保するため、当該計画の提出

義務違反に対する罰則規定を設けるもので

ございます。 

  その他、本則中の用語の整備もあわせて

行うものでございます。 

  附則といたしまして、改正条例の施行期

日につきましては、平成２６年１１月１日

から施行するものでございますが、この条

例の施行の日から起算して１４日を経過す

る日までに終了する催しにつきましては、

改正後の第４２条の２及び第４２条の３の

規定には適用しないものとするものでござ

います。 

  説明は以上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１５「第３６号議案 平成２６年
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度豊能町一般会計補正予算の件」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  第３６号議案、平成２６年度豊能町一般

会計補正予算の件につきまして、その提案

理由を御説明を申し上げます。 

  お手元の補正予算書の１ページをごらん

ください。 

  平成２６年度豊能町一般会計補正予算

（第３回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ3,８２６万円を増額

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６４億5,

４７７万9,０００円とするものでございま

す。 

  補正後の款項の区分及び歳入歳出予算の

金額は、２ページから３ページまでの「第

１表 歳入歳出予算補正」に記載のとおり

でございます。 

  次に、第２条といたしまして、債務負担

行為の補正でございます。４ページの「第

２表 債務負担行為補正」に記載のとおり

でありますが、災害時対応電話購入事業に

つきまして、当初予算において購入する予

定であった電話を３年契約のリースに変更

するため、追加するものでございます。 

  第３条といたしまして地方債の追加でご

ざいます。５ページの「第３表 地方債補

正」をごらん願います。上水道事業補助事

業、東ときわ台高区配水池耐震化工事の財

源措置として、地方債を新たに発行するも

のでございます。 

  それでは、今回の歳入歳出予算の補正内

容につきまして御説明申し上げます。 

  最初に、歳出から御説明申し上げます。 

  １２ページをお開き願います。 

  款２・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の２．人事給与管理事業の

非常勤職員報酬でありますが、公平委員会

への不服申し立てに関し、町の代理人弁護

士の弁護士報酬を支払うものでございます。 

  目１０・防災諸費の２．防災対策事業で

ございますが、４ページの債務負担行為補

正で御説明申し上げました、災害時対応電

話購入事業につきまして、債務負担行為へ

の移行に伴い補正するものでございます。 

  目１１・自治振興費の２．防犯等事務事

業でございますが、府補助金を活用し、子

どもを犯罪から守る地域防犯活動を促進し

ていくため、ボランティア団体に対し補助

を行うものでございます。 

  １３ページの項２・徴税費、目２・賦課

徴収費の１．町税課税事業でございますが、

町税還付に伴う償還金に係る費用を補正す

るものです。 

  款３・民生費、項１・社会福祉費、目

１・社会福祉総務費の８．障害者自立支援

事業でございますが、平成２５年度事業費

の確定に伴う償還金でございます。 

  目２・老人福祉費の３．介護保険特別会

計事業勘定繰出金事業でございますが、介

護保険特別会計の繰出金の確定に伴い、補

正するものでございます。 

  次に、１４ページの款４・衛生費、項

１・保健衛生費、目２・予防費の３．予防

接種推進事業は、予防接種法施行令改正に

よって新たに定期接種の対象となった水ぼ

うそうや高齢者肺炎球菌の予防接種に係る

費用を補正するものでございます。 

  目３・母子衛生費の２．未熟児養育医療

給付事業でございますが、平成２５年度事

業費の確定に伴う償還金でございます。 

  目７・上水道事業は、５ページの「第３

表 地方債補正」で御説明申し上げたとお

りでございます。 

  次に、１５ページの款６・農林水産業費、
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項１・農業費、目１・農業委員会費の１．

農業委員会運営事業でございますが、府補

助金を活用して本年度整備する農地台帳に

ついて、国の方針変更に伴うシステム改修

を行うものでございます。 

  項２・林業費、目１・林業総務費の４．

野生鹿、猪等農林業被害防止事業でござい

ますが、捕獲頭数が当初の見込みを上回る

ため、補正をお願いするものでございます。 

  次に、１６ページの款１０・教育費、項

１・教育総務費、目２・事務局費の５．学

校教育充実事業でございますが、府補助金

を活用し、エネルギー教育及び豊かな人間

性を育む教育推進のための費用を補正する

ものでございます。 

  同じく事務局費の１１．子ども・子育て

審議会運営事業でございますが、国の方針

変更等による審議会の開催回数増加に伴い、

報酬を増額するものでございます。 

  次に、予備費ですが、台風等の応急対策

に充当し、予備費の残額が少なくなってき

たため、補正を行うものでございます。 

  歳出の説明は以上でございます。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。 

  ９ページへお戻り願います。 

  まず、款１４・国庫支出金、項１・国庫

負担金、目１・民生費国庫負担金ですが、

平成２５年度事業費の確定に伴う補正でご

ざいます。 

  次に、款１５・府支出金、項２・府補助

金につきましては、いずれも歳出のところ

で御説明申し上げたものでございます。目

１・総務費府補助金については、子どもを

犯罪から守る地域防犯活動促進事業に対し

て交付されるものであります。 

  目５・農林水産業費府補助金ですが、農

地台帳の整備費用に対して交付される補助

金を増額するものでございます。 

  目９・教育費府補助金ですが、エネルギ

ー教育のための教材整備及び豊かな人間性

を育む取組推進事業に対して交付されるも

のでございます。 

  次に、１０ページの款１８・繰入金、項

１・基金繰入金、目５・ふるさとづくり基

金繰入金でございますが、子どもを犯罪か

ら守る地域防犯活動促進事業の財源として、

４８万円を増額するものでございます。 

  項２・特別会計繰入金、目１・介護保険

特別会計事業勘定繰入金ですが、平成２５

年度事業費の確定に伴い、一般会計に繰り

戻すものでございます。 

  １１ページの繰越金ですが、今回の補正

による財源調整として3,０４８万5,０００

円を増額するものでございます。 

  款２１・町債でございますが、５ページ

の「第３表 地方債補正」のところで御説

明申し上げたとおりでございます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議をいただき御決定賜りますよう、お願い

申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１６「第３７号議案 平成２６年

度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補

正予算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第３７号議案、平成２６年度豊能町国民

健康保険特別会計事業勘定補正予算（第１

回）について、提案理由を説明させていた

だきます。 

  今回の補正は、前年度医療費の確定によ

り、国への療養給付費負担金の返還が生じ

たことによるものでございます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  既定の歳入歳出の予算の総額に、それぞ

れ４１３万5,０００円を増額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ２９億3,６２１万4,
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０００円とするものでございます。 

  それでは、歳出から説明させていただき

ます。 

  お手元の補正予算書７ページをお開きく

ださい。 

  款１１・諸支出金、項１・償還金及び還

付金、目３・国府支出金償還金４１３万5,

０００円は、平成２５年度の国民健康保険

事業における給付実績等の精算により、国

へ償還を行うものでございます。 

  次に、歳入の説明をさせていただきます。 

  ６ページをお開きください。 

  款９・繰越金、項１・繰越金、目２・そ

の他繰越金４１３万5,０００円は、償還金

の財源とするものでございます。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定

くださいますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１７「第３８号議案 平成２６年

度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予

算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第３８号議案、平成２６年度豊能町介護

保険特別会計事業勘定補正予算（第１回）

について提案理由を説明させていただきま

す。 

  今回の補正は、平成２５年度の介護保険

給付費負担金等の精算により、国府等への

償還金及び平成２５年度介護保険料余剰分

の介護給付費準備基金積立金などによるも

のでございます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  既定の歳入歳出の予算の総額に、それぞ

れ8,２０２万6,０００円を増額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１９億1,６８９万2,

０００円とするものでございます。 

  それでは、歳出より説明させていただき

ます。 

  お手元の予算書７ページをお開きくださ

い。 

  款５・基金積立金、目１・介護給付費準

備基金積立金の4,７５６万9,０００円は、

平成２５年度介護保険料余剰分を積み立て

るものでございます。 

  続きまして、款７・諸支出金、項１・償

還金及び還付金、目２・国府等支出金償還

金の3,３７４万6,０００円は、平成２５年

度の介護保険事業における給付実績等の精

算により、国府等へ償還を行うものでござ

います。 

  また、８ページの同款の項２・繰出金、

目１・一般会計繰出金の７１万1,０００円

は、同じく平成２５年度の介護保険事業に

おける給付実績等の精算により、一般会計

に繰り戻すものでございます。 

  それでは、歳入の説明をさせていただき

ます。 

  ６ページをお開きください。 

  款７・繰入金、項１・一般会計繰入金1,

６５６万円は、平成２５年度の精算として、

負担割合に応じて事業別に繰り入れるもの

で、次の款９・繰越金の6,５４６万6,００

０円は、同じく精算による前年度繰越金で

あります。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１８「第１号認定 平成２５年度

豊能町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  川上会計管理者。 

○会計管理者（川上和博君） 

  第１号認定、平成２５年度豊能町一般会
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計歳入歳出決算の内容につきまして、概要

を述べ、提案説明とさせていただきます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、別冊の監査委員

の決算審査意見書をつけまして議会の認定

に付するものでございます。 

  それでは、平成２５年度大阪府豊能郡豊

能町一般会計特別会計歳入歳出決算書の一

般会計歳入歳出決算書のページをお開き願

います。５ページから説明させていただき

ます。 

  平成２５年度の歳入合計は、６７億6,２

２８万5,７００円、歳出合計は６４億9,９

５４万8,０６２円で、差引残高２億6,２７

３万7,６３８円でございますが、去る６月

議会に、第１号報告から第３号報告により

報告いたしましたとおり、事故繰越、繰越

明許費、継続費の予算繰越等によりまして、

翌年度へ繰り越すべき額が9,９２５万2,８

５０円でございますので、それを差し引き

しました再差し引き後の実質収支額は１億6,

３４８万4,７８８円の黒字となり、この額

を翌年度に繰り越すものでございます。 

  では、まず６ページから８ページの歳入

の御説明を申し上げます。 

  平成２５年度一般会計歳入合計は８ペー

ジの最下段の欄にございます、６７億6,２

２８万5,７００円でございまして、予算現

額に対しまして９7.９％の収入率となって

おります。前年度と比較しますと5.９％の

増となっており、不納欠損額は２４２万９

９０円、収入未済額は6,２１０万3,１５４

円となっております。 

  歳入の主なものとしましては、まず６ペ

ージの款１・町税であります。平成２５年

度決算額は２０億7,２１０万8,１７１円で、

前年度に比べ約7,１２２万円、率にして3.

３％の減となり、単年度の町税の減少傾向

は続いておりますが、減少額自体は、昨年

度の減少額より少なくなっております。 

  また、町税の税目を見てみますと、町た

ばこ税は若干増収となったものの、主に個

人町民税の減収がその減収の主なものでご

ざいます。 

  次に、７ページの款１０・地方交付税で

ございます。決算額は２１億９５７万円で、

前年度に比べ１億2,１４０万4,０００円、

率にして6.１％の大幅な伸びとなっており

ます。 

  単純に交付税総額が町税収入総額を上回

るという事態は、昭和５６年度の決算以来、

実に３２年ぶりのこととなっております。 

  款１４・国庫支出金でございますが、決

算額は３億9,２１１万8,６０６円で、前年

度と比べ３7.４％の大幅な増となっており

ます。これは、国庫補助金の土木費国庫補

助金の増によるもの、及び平成２４年度補

正予算の事業に係る国庫補助金と、具体的

には消防費国庫補助金等が本年度に歳入を

したことによる増でございます。 

  続きまして、款１５・府支出金でござい

ますが、決算額が４億5,６７９万１４５円

で、前年度と比べ、これも同様に３2.８％

の大幅な増となっております。これは、府

支出金の老人福祉費府補助金、いわゆる介

護基盤緊急整備等特別対策事業補助金、こ

れが皆増したことによる増でございます。 

  さらに、金額はさほど多額ではございま

せんが、平成２５年度決算の特色の一つと

して、８ページの款１７・寄附金がござい

ます。 

  昨年のふるさと納税寄附金が大幅に増加

したことから、寄附金総額が前年度に比し

て約4.２倍と大きく伸びております。 

  また、基金繰入金につきましては、消防

庁舎新設に伴い、公共施設整備基金から１

億2,９００万円を繰り入れております。 

  最後に、款２１・町債でございますが、
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決算額が６億8,９４２万4,０００円で、前

年度に比べ２1.４％の大幅な増となってお

ります。これは、臨時財政対策債の借り入

れは大きく減少したものの、先ほど国庫補

助金等で申し上げましたように、平成２４

年度より繰り越しした消防の緊急デジタル

無線整備事業債等が大きく増加したことに

よるものでございます。 

  続きまして歳出を御説明申し上げます。 

  ９ページから１１ページでございます。 

  １１ページの支出済額は、６４億9,９５

４万8,０６２円で、予算現額に対する執行

率は９4.１％となっております。予算繰越

額が１億9,５７５万6,８５０円ありました

が、不用額は２億1,３８８万6,０８８円と、

前年度を上回った数字となっております。 

  それでは、歳出の主なものを御説明申し

上げます。 

  ９ページの款２・総務費でございます。

決算額１２億7,１７２万8,２６２円で、執

行率９8.８％でございまして、額は前年度

に比べ１億6,２６３万5,１６２円、率にし

て１1.３％の大幅な減となっております。

この費目におきましては、人権推進事業が

若干の増額となったところではありますが、

人件費事業、基金管理事務事業、普通財産

管理事業等が大きく減額となっているとこ

ろでございます。翌年度に繰り越しします

６６４万9,０００円は、繰越明許で御承認

いただいておりますＪ－ＡＬＥＲＴ導入事

業でございます。 

  続きまして、款３・民生費は、決算額１

５億5,６９４万9,２８２円で、執行率９4.

３％となっており、前年度に比べ約9,００

０万円、6.３％の増となっております。こ

の費目につきましては、歳入の老人福祉府

補助金の増額のところで御説明しましたよ

うに、介護基盤緊急整備等特別対策事業が

皆増していることや、後期高齢者医療広域

負担金等が増額の要因となっており、他の

費目につきましては前年とほぼ変わらない

決算となっております。翌年度へ繰り越し

ますのは、繰越明許で御承認いただいてい

る障害福祉管理システムの改修事業でござ

います。 

  款４・衛生費でございますが、決算額８

億2,６７６万9,６１１円で、執行率は９8.

５％で、前年度に比し7.０％の減となって

おります。これは、昨年は保健センター・

豊悠プラザの統合整備事業が実施されまし

たが、本年はなかったことや、予防費等が

主な減額要因となっておる一方において、

上水道費において前年度繰越分を含め増額

となっております。翌年度へ繰り越します

のは、同じく土砂崩落による水質調査の調

査費を繰り越すものでございます。 

  １０ページの款８・土木費でございます。

決算額４億３８３万8,５７５円、執行率９7.

９％で、前年度に比べ約１億3,０００万円、

４6.９％と、大幅な増となっております。

これにつきましては、今議会の、先ほど、

第6号報告でも報告いたしましたように、道

路橋梁費の光風台大橋耐震補強事業が平成

２５年度に全額を執行したことや、道路舗

装事業費等の事業を昨年度から繰越を受け、

本年に執行したことによるものでございま

す。翌年度へ繰り越します1,９１２万7,０

００円につきましては、町道等維持補修事

業ほかの繰越明許費でございます。 

  款９・消防費は、決算額、８億９０７万5,

２１０円で、執行率９7.９％で、前年に比

し約４億2,０００万円、２１0.３％と大幅

な増になっております。この費目におきま

しては、消防分団車両の更新が昨年度行わ

れていますとともに、継続費で執行してお

ります消防庁舎新築移転工事の関係費の執

行が、昨年は多額に行われたことによるも

のでございます。翌年度に繰り越しますの
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は、同じく継続費の消防庁舎新築移転工事

の残余の事業でございます。 

  款１０・教育費でございますが、決算額

８億4,８６０万1,３８２円、執行率９6.

９％で、前年に比し7.８％の増でございま

す。この費目におきましては、中学校費に

おいて、本年度、平成２６年度からの学校

給食開始に伴う配膳室設置工事や、体育館

屋根防水改修工事等により大きく増加して

おりますとともに、社会教育においてユー

ベルホール改修事業等により増となったと

ころでございます。翌年度へ繰り越します2,

０２５万6,９５０円につきましては、繰越

明許費の小学校施設改修工事等と事故繰越

によるものでございます。 

  款１１・公債費は、決算額５億5,５６６

万9,９９１円、執行率１００％、前年比２1.

２％の大幅減でございます。これは、前年

度では臨時財政対策債の借りかえのための

繰上償還がありましたが、平成２５年度で

はなかったことによる減でございます。 

  最後に、款１３・災害復旧費でございま

す。平成２５年度中に梅雨前線豪雨や台風

１８号による豪雨で被災した町道や耕地を

復旧すべく、9,０５１万1,０００円の補正

予算を計上いたしましたが、決算額は1,３

８９万6,２４３円の執行となり、執行率１5.

４％にとどまり、残余のほとんどは本年度

へ繰越明許といたしておるところでござい

ます。 

  以上が歳出の主なものでございます。 

  なお、地方自治法施行令第１６６条第２

項に規定します歳入歳出決算事項別明細書、

実質収支に関する調書及び財産に関する調

書は、同決算書の１３ページから２０７ペ

ージに記載しております。また、別冊の主

要施策成果報告書もあわせて御参照いただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  以上、簡単ではございますが決算の概要

の説明とさせていただきます。御審議の上、

御認定いただきますよう、お願い申し上げ

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１９「第２号認定 平成２５年度

豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入

歳出決算の認定について」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第２号認定、平成２５年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認

定につきまして、提案の理由をいたします。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２１３ページをお開き願います。 

  歳入合計２８億4,７１９万9,２２７円、

歳出合計２７億8,９３５万6,４４２円で、

差引残高5,７８４万2,７８５円を翌年度に

繰り越すものでございます。 

  ２１４ページ、２１５ページをごらんく

ださい。 

  まず、歳入です。款１・国民健康保険税

は、予算現額６億1,０１１万4,０００円、

調定額６億4,９２０万5,１１７円に対し、

収入済額５億8,５８４万1,４８８円、不納

欠損額３１４万4,２６０円、収入未済額6,

０２１万9,３６９円でございます。 

  次に、款２・使用料及び手数料でござい

ますが、予算現額２５万1,０００円に対し

調定額、収入済額ともに２４万7,３００円

で、これは保険税徴収に係ります督促手数

料等でございます。 

  款３・国庫支出金は、予算現額４億9,５

８７万7,０００円に対し、調定額、収入済

額ともに４億8,７８８万7,５５５円であり、

これは一般被保険者に係ります医療給付費
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等に対する国庫負担金補助金でございます。 

  次の款４・療養給付費等交付金ですが、

予算現額１億9,０８３万4,０００円に対し、

調定額、収入済額とも１億5,３３７万6,０

００円で、退職者医療給付費並びに退職被

保険者に係ります後期高齢者支援金相当額

に対する交付金であります。 

  款５・前期高齢者交付金は、予算現額９

億9,４７４万2,０００円に対し、調定額、

収入済額ともに９億9,３９３万5,７２０円

で、これは６５歳から７４歳の被保険者に

係る医療給付費のうち、全国平均を上回る

分を交付金として交付されたものでござい

ます。 

  款６・府支出金ですが、予算現額１億5,

９１３万6,０００円に対し、調定額、収入

済額とも１億1,５６１万2,１１７円で、こ

れは一般被保険者に係ります医療給付費等

に対する負担金と補助金でございます。 

  款７・共同事業交付金は、予算現額１億7,

０２０万2,０００円に対しまして、調定額、

収入済額とも２億3,２０９万8,０６１円で、

これは１件当たり一定額以上となる保険給

付に対し、大阪府内の保険者が共同で負担

し合うことにより、保険財政の安定化を相

互に図ることを目的とした交付金でござい

ます。 

  款８・繰入金ですが、予算現額１億5,７

４５万7,０００円に対し、調定額、収入済

額とも１億4,３４３万9,９７１円で、これ

は一般会計からの繰入金及び基金全額を取

り崩したものでございます。 

  款９・繰越金は、予算現額２億3,１９３

万7,０００円に対し、調定額、収入済額と

も１億3,２８２万2,４６６円で、前年度か

らの繰越金でございます。 

  款１０・諸収入は、予算現額５７万円に

対し、調定額、収入済額とも１９３万8,５

４９円であり、これは第三者行為損害賠償

金及び延滞金等の収入でございます。 

  款１１・財産収入は、予算現額1,０００

円でありますが、収入はございませんでし

た。 

  次に、歳出について説明をいたします。 

  ２１６ページ、２１７ページをごらん願

います。 

  款１・総務費でございますが、予算現額3,

６５０万2,０００円に対し、支出済額3,２

３１万6,９１８円で、この経費は職員の人

件費と国民健康保険事務事業の管理運営費、

保険税の賦課徴収等の事務及び国保運営協

議会に要した経費でございます。 

  款２・保険給付費は、予算現額２０億8,

８３５万5,４７４円に対し、支出済額１９

億9,３７４万1,１１４円で、療養諸費、高

額療養費等の給付費に要した経費でござい

ます。 

  款３・後期高齢者支援金等は、予算現額

３億4,２０５万9,０００円に対しまして、

支出済額３億4,０７７万1,８９３円で、こ

れは７５歳以上の方が加入する後期高齢者

医療保険制度の医療給付費のうち４割に相

当する額を７５歳未満の世代が支援するた

めに各医療保険者に義務づけられた経費で

ございます。 

  款４・前期高齢者納付金等は、予算現額

３５万7,１３１円に対し、支出済額３５万7,

１３１円で、高齢者の医療の確保に関する

法律による納付金に要した経費でございま

す。 

  款５・老人保健拠出金は、予算現額１万5,

０００円に対しまして、支出済額１万2,１

３５円で、この経費は老人保健法による拠

出金に要した経費でございます。 

  款６・介護納付金でございますが、予算

現額１億3,６３２万3,０００円に対し、支

出済額１億3,５７６万9,２５０円で、介護

保険法による納付金に要した経費でござい
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ます。 

  款７・共同事業拠出金は、予算現額２億9,

９１９万円に対し、支出済額２億6,２２７

万4,６８４円であり、この経費は保険財政

共同安定化事業等に拠出した経費でござい

ます。 

  款８・保険事業費は、予算現額1,８４３

万9,０００円に対し、支出済額1,５２３万6,

９０２円でございます。特定健康診査及び

保健啓発等に要した経費でございます。 

  款９・基金積立金、款１０・公債費につ

きましては、執行額がございませんでした。 

  款１１・諸支出金は、予算現額5,０９２

万8,０００円に対しまして、支出済額８８

７万6,４１５円で、これは国への償還金及

び診療所施設勘定に繰り出した経費でござ

います。 

  款１２の予備費につきましては、執行額

はございません。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御認定くださいますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第２０「第３号認定 平成２５年度

豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘

定歳入歳出決算の認定について」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第３号認定、平成２５年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定歳入歳出決

算の認定につきまして、提案の説明をいた

します。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２５７ページをお開き願います。 

  歳入合計１億５９７万8,０４８円、歳出

合計１億２２４万1,９２４円で、差引残高

３７３万6,１２４円を翌年度に繰り越すも

のでございます。 

  ２５８ページ、２５９ページをごらんく

ださい。 

  まず歳入でございますが、款１・診療収

入は予算現額8,５８６万4,０００円に対し、

調定額、収入済額ともに7,８７２万3,５４

１円で、これは内科、歯科の診療収入でご

ざいます。 

  款２・使用料及び手数料は、予算現額１

６万円で、調定額、収入済額とも１６万2,

７１２円となっております。これは診断書

等の手数料及び職員駐車場の使用料収入で

ございます。 

  款３・寄附金につきましては、収入はご

ざいません。 

  款４・繰越金は、予算現額1,０００円に

対し、調定額、収入済額とも５３３万9,８

５５円で、前年度からの繰越金でございま

す。 

  款５・繰入金は、予算現額2,１１６万円

に対し、調定額、収入済額とも2,１１１万7,

０００円で、一般会計及び国民健康保険特

別会計事業勘定からの繰入金でございます。 

  款６・諸収入は、予算現額７０万1,００

０円に対し、調定額、収入済額とも６３万4,

９４０円であります。これは薬の容器代等

の雑収入でございます。 

  次に、歳出について説明をいたします。 

  款１・総務費でございますが、予算現額5,

６２５万1,０００円に対し、支出済額5,４

７４万1,６５１円であり、職員人件費及び

診療所の管理運営費に要した経費でござい

ます。 

  款２・医業費は、予算現額4,４０８万9,

０００円に対しまして、支出済額4,０１０

万4,６４３円で、これは薬剤費及び医療用

の消耗器材等に要した経費でございます。 
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  款３・公債費は、予算現額７４９万7,０

００円に対し、支出済額７３９万5,６３０

円で、診療所建設起債に対する元金と利子

の償還金でございます。 

  款４・予備費につきましては充当してお

りません。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御認定くださいますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第２１「第４号認定 平成２５年度

豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第４号認定、平成２５年度豊能町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

きまして、提案の説明をいたします。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２８３ページをお開き願います。 

  歳入合計３億5,７８１万４３２円、歳出

合計３億4,７５１万9,４３４円、差引残高1,

０２９万９９８円を翌年度に繰り越すもの

でございます。 

  予算書の２８４ページ、２８５ページを

ごらん願います。 

  まず、歳入でございますが、款１・後期

高齢者医療保険料は、予算現額３億７２９

万4,０００円、調定額３億７０３万5,９２

７円に対し、収入済額が３億４２８万5,９

６１円、収入未済額が２７４万9,９６６円

でございます。 

  款２・使用料及び手数料は、予算現額８

万8,０００円に対しまして、調定額、収入

済額とも２万7,９００円で、これは保険料

徴収に係ります督促手数料の収入でござい

ます。 

  款３・繰入金は、予算現額4,２２７万7,

０００円に対しまして、調定額、収入済額

とも4,２０９万1,３８６円で、一般会計か

らの繰入金でございます。 

  款４・繰越金は、予算現額1,１４０万5,

０００円で、調定額、収入済額とも1,１４

０万5,１８５円で、前年度からの繰越金で

ございます。 

  款５・諸収入は、予算現額4,０００円で

すが、収入はございません。 

  続きまして、歳出の説明をいたします。 

  款１・総務費は、予算現額３７２万8,０

００円に対しまして、支出済額は３５８万5,

４７０円であり、これは賦課徴収事務に要

した経費でございます。 

  款２・後期高齢者医療広域連合納付金は、

予算現額３億5,６６０万3,０００円に対し、

支出済額３億4,３４７万3,７２５円で、こ

れは保険基盤安定負担金及び保険料等収納

額相当額の負担金であります。 

  款３・諸支出金は、予算現額５０万円に

対し、支出済額４６万２３９円です。これ

は保険料の還付金でございます。 

  款４・予備費につきましては充当いたし

ておりません。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御認定くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第２２「第５号認定 平成２５年度

豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第５号認定、平成２５年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定に

つきまして、提案の説明を申し上げます。 
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  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の３０１ページをお開き願います。 

  歳入合計１６億7,３７０万3,７８７円、

歳出合計１６億８２３万8,３６３円であり、

差引残高6,５４６万5,４２４円を翌年度に

繰り越すものでございます。 

  決算書の３０２ページをお開き願います。 

  まず歳入でありますが、款１・保険料、

予算現額３億8,３３２万5,０００円、調定

額３億9,１３０万4,１０２円に対し、収入

済額３億8,７１６万6,５１０円、不納欠損

額１０８万5,９８４円、収入未済額３０５

万1,６０８円で、これは第１号被保険者に

よる介護保険料収入でございます。 

  款２・使用料及び手数料は、予算現額７

４８万8,０００円、調定額、収入済額とも

に８２３万2,３０１円で、これは新予防給

付ケアマネジメント手数料及び介護保険料

の督促手数料収入でございます。 

  款３・国庫支出金、予算現額３億3,８４

９万2,０００円に対し、調定額、収入済額

とも２億9,４０６万6,５１７円で、これは

介護給付費及び介護予防事業費等に対する

国庫負担金及び補助金並びに交付金でござ

います。 

  款４・支払基金交付金は、予算現額４億7,

１０７万8,０００円に対しまして、調定額、

収入済額とも４億2,９４８万8,０００円で、

これにつきましても介護給付費及び介護予

防事業費等に対する交付金で、第２号被保

険者保険料による交付金でございます。 

  款５・府支出金は、予算現額２億９４１

万1,０００円に対し、調定額、収入済額と

もに２億3,０５５万3,９２８円で、これも

介護給付費及び介護予防事業費等に対する

府負担金並びに補助金でございます。 

  款６・財産収入は、予算現額1,０００円

に対し、調定額、収入済額とも６万7,０６

８円で、これは介護給付費準備基金の運用

収入でございます。 

  款７・繰入金は、予算現額３億1,８８８

万9,０００円に対しまして、調定額、収入

済額とも２億7,１２６万2,０００円であり、

一般会計及び基金からの繰入金でございま

す。 

  款８・諸収入は、予算現額７２万1,００

０円に対し、調定額、収入済額とも５４万1,

２１２円で、地域支援事業利用者負担金等

でございます。 

  款９・繰越金は、予算現額5,２３３万円

に対し、調定額、収入済額とも5,２３２万8,

０５１円で、前年度からの繰越金でござい

ます。 

  続きまして、歳出の説明をいたします。 

  ３０４ページ、３０５ページをごらんく

ださい。 

  款１・総務費は、予算現額5,８２８万4,

０００円に対しまして、支出済額4,９９９

万8,１５５円です。この経費は、介護保険

事務事業の管理運営及び保険料の賦課徴収

等の事務に要した経費でございます。 

  款２・保険給付費は、予算現額１６億1,

０６２万円に対しまして、支出済額１４億5,

８５１万８１０円で、介護サービス費、介

護予防サービス費、高額介護サービス費、

特定入所者介護サービス費及び審査支払手

数料等に要した経費でございます。 

  款３・財政安定化基金拠出金は、大阪府

に設置されております財政安定化基金に拠

出する経費でございますが、前年度に引き

続き平成２５年度におきましても支出額は

ございません。 

  款４・地域支援事業費は、予算現額5,６

９５万6,０００円に対しまして、支出済額4,

７０６万6,８５５円で、これは介護予防事

業並びに包括的支援事業に要した経費でご
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ざいます。 

  款５・基金積立金は、予算現額2,９３１

万8,０００円に対し、支出済額2,７２７万5,

９８９円で、これは介護給付費準備基金へ

の積立金でございます。 

  款６・公債費につきましては執行はして

おりません。 

  款７・諸支出金、予算現額2,５９５万6,

０００円に対しまして、支出済額2,５３８

万6,５５４円で、これは介護保険料の還付

金及び国府支払基金等への償還に要した経

費でございます。 

  款８・予備費につきましては充当いたし

ておりません。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御認定くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第２３「第６号認定 平成２５年度

豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは、第６号認定、平成２５年度豊

能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、地方自治法第２３３条第３項

の規定により、別紙監査委員の意見をつけ

て、議会の認定をお願いするものでござい

ます。 

  決算書の３４７ページをお開き願います。 

  平成２５年度豊能町下水道事業特別会計

の決算は、歳入合計４億7,８２６万6,２３

１円、歳出合計４億5,５１２万7,０３７円、

差引残高2,３１３万9,１９４円、これを翌

年度に繰り越しをいたすものでございます。 

  歳出より御説明申し上げます。 

  ３６０ページをお開きください。 

  下水道総務費は、予算現額2,０２５万8,

０００円、支出済額1,９５１万5,２１８円、

執行率９6.３％でございます。不用額は７

４万2,７８２円でございます。これは、下

水道の事務管理に要した経費でございます。

主なものは、光熱水料費、各協議会の負担

金、振替運用の償還金、下水道建設基金積

立金、消費税に係る公債費などでございま

す。 

  下水道維持管理費は、予算現額１億3,９

４８万7,０００円、支出済額１億2,９８４

万4,８０７円、執行率は９3.１％でござい

ます。不用額９６４万2,１９３円でござい

ます。これは、下水道の維持管理に要した

経費でございます。主なものは職員の人件

費、施設運転に要する電気代、電話回線使

用料、ポンプ用人孔清掃業務、ときわ台中

継ポンプ場の電気保安業務、それと維持管

理業務、マンホールポンプの維持管理工事、

流域下水道維持管理負担金、水道事業会計

への負担金などでございます。なお、不用

額は、負担金補助及び交付金の減によるも

のでございます。 

  ３６２ページをお開きください。 

  下水道整備費は、予算現額１億3,３０３

万円、支出済額１億1,０１４万3,５０４円、

執行率は８2.８％でございます。なお、工

事請負費で継続費逓次繰越は1,９７０万円

となっております。不用額３１８万6,４９

６円でございます。これは下水道整備に要

した経費でございます。主なものは職員の

人件費、マンホールポンプ災害復旧工事、

ときわ台中継ポンプ場長寿命化工事、管渠

更正工事、公用車買替の機械器具購入費、

流域下水道事業建設負担金などでございま

す。なお、不用額は、負担金補助及び交付

金の減によるものでございます。 

  ３６４ページをお開きください。 

  公債費は、予算現額１億9,７２８万8,０

００円、支出済額１億9,５６２万3,５０８
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円、不用額１６６万4,４９２円でございま

す。内容は償還金の元金及び利子でござい

ます。 

  予備費の執行はございませんでした。 

  続きまして、歳入の御説明を申し上げま

す。３５２ページをお開き願います。 

  款１・分担金及び負担金の下水道負担金

は、予算現額2,０００円、調定額１２６万3,

１３０円、収入済額ございませんでした。

不納欠損額１２５万7,１３０円、収入未済

額6,０００円でございます。これは下水道

受益者分担金でございます。不納欠損額に

つきましては、当初、公共下水道の加入申

し込みがあり、下水道負担金を賦課しまし

たが、宅内の下水道整備が行われず、使用

されない状況であり、今後も見通しが立た

ないことから、今回、不納欠損処理をする

ものでございます。 

  款２・使用料及び手数料の使用料は、予

算現額２億1,８８８万6,０００円、調定額

２億4,５６９万８３円、収入済額２億2,９

７３万1,５６３円、不納欠損額１８万6,５

８１円、収入未済額1,５７７万1,９３９円

でございます。これは下水道の使用料でご

ざいます。不納欠損処理につきましては１

１人分でございます。下水道の使用件数は7,

８６４件でございます。また、平成２６年

７月末現在の収入未済額は、３３０万４３

９円になっております。 

  下水道手数料は、予算現額１２万5,００

０円、調定額、収入済額とも１０万6,００

０円でございます。これは指定工事店登録

手数料と責任技術者登録手数料でございま

す。 

  款３・国庫支出金の下水道費国庫補助金

は、予算現額4,０００万円、調定額、収入

済額とも3,０００万円でございます。これ

は、社会資本整備総合交付金でございます。 

  ３５４ページをお開きください。 

  下水道費国庫補助金は、予算現額１４０

万円、調定額、収入済額とも１４０万円で

ございます。これは、昨年の台風１８号に

よる下水道マンホールポンプ災害復旧工事

による公共土木施設災害復旧事業事業費国

庫負担金でございます。 

  款４・財産収入は、利子及び配当金で、

予算現額５０万1,０００円、調定額、収入

済額とも２９万8,１８０円でございます。

これは基金の利息でございます。 

  款５・繰入金は、一般会計繰入金で、予

算現額9,９７９万1,０００円、調定額、収

入済額とも9,８８５万7,０００円でござい

ます。一般会計からの繰入金でございます。 

  ３５６ページをお開きください。 

  下水道建設基金繰入金は、予算現額1,８

８７万3,０００円、調定額、収入済額とも1,

６８８万3,９００円でございます。これは

下水道建設基金から繰り入れております。 

  款６・繰越金は、予算現額1,３９８万3,

０００円、調定額、収入済額とも1,３９８

万2,９９４円でございます。これは前年度

繰越金でございます。 

  款７・諸収入は、預金利子で、予算額1,

０００円に対しまして収入はございません

でした。 

  雑入は、予算現額4,０００円、調定額、

収入済額とも3,８１４円でございます。こ

れは排水設備工事調書代や流域下水道事業

負担金の精算金によるものでございます。 

  ３５８ページをお開きください。 

  延滞金加算金及び過料は、過料として調

定額、収入済額とも2,７８０円でございま

す。これは、未申請による過料でございま

す。 

  款８・町債は、予算現額9,７００万円、

調定額、収入済額とも8,７００万円でござ

います。内訳としましては、流域下水道債、

下水道事業債、資本費平準化債、公共下水
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道債、災害復旧事業債でございます。 

  以上でございます。御審議いただき御認

定いただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第２４「第７号認定 平成２５年度

豊能町生活排水処理事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  第７号認定、平成２５年度豊能町生活排

水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、別紙監査委員の意見をつけて議

会の認定をお願いするものでございます。 

  決算書の３６９ページをお開き願います。 

  平成２５年度豊能町生活排水処理事業特

別会計の決算は、歳入合計1,０６５万1,８

４８円、歳出合計1,０６５万1,８４８円、

差引残高ゼロでございます。 

  歳出より御説明申し上げます。 

  ３７８ページをお開きください。 

  下水道費の下水道維持管理費は、予算現

額５８８万8,０００円、支出済額５５１万7,

１４４円、執行率は９3.７％でございます。

不用額３７万８５６円でございます。これ

は下水道の維持管理に要した経費でござい

ます。主なものは、手数料で汚泥処理手数

料、業務委託料で水質検査と浄化槽保守点

検清掃業務などでございます。 

  下水道総務費は、予算現額４万円、支出

済額ゼロ、執行はございませんでした。 

  ３８０ページをお開きください。 

  公債費は、予算現額５１３万5,０００円、

支出済額５１３万4,７０４円、不用額２９

６円でございます。これは生活排水処理施

設整備事業に充当するため借り入れた起債

の元金と利子の償還に要した経費でござい

ます。 

  予備費の執行はございませんでした。 

  続きまして、歳入の御説明を申し上げま

す。 

  ３７４ページをお開きください。 

  款１・分担金及び負担金はございません

でした。 

  款２・使用料及び手数料は、予算現額１

９１万2,０００円、調定額２１０万2,４９

０円、収入済額２０４万1,８９０円、収入

未済額６万６００円、これは生活排水処理

施設使用料でございます。平成２６年７月

末の収入未済額はゼロとなっております。

使用件数は、一般用６５件、１８３人、事

業所用３件、１９人でございます。 

  款３・繰入金は、予算現額９１９万9,０

００円、調定額、収入済額とも８６０万9,

９５８円でございます。これは一般会計か

らの繰入金でございます。 

  款４・繰越金と、３７６ページの款５・

諸収入はございませんでした。 

  以上でございます。よろしく御審議賜り

御認定いただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第２５「第８号認定 平成２５年度

豊能町水道事業会計決算の認定について」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは、第８号認定、平成２５年度豊

能町水道事業会計決算の認定につきまして、

地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

り、別紙監査委員の意見をつけて議会の認

定をお願いするものでございます。 

  まず１ページの平成２５年度豊能町水道

事業決算報告書を御説明申し上げます。 

  収益的収入及び支出でございます。 
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  収入より御説明申し上げます。 

  第１款・水道事業収益は、予算額５億1,

９３１万2,０００円に対し、決算額５億８

９５万3,８８４円でございます。内訳とい

たしまして、営業収益４億5,５１３万５６

１円、営業外収益で5,３８２万3,３２３円、

特別利益はございませんでした。 

  続きまして、支出でございます。 

  第１款・水道事業費用は、予算額６億2,

６０４万9,０００円に対し、決算額５億8,

５７５万6,０７５円でございます。執行率

は９3.６％でございます。内訳としまして、

営業費用で５億1,５４７万1,１４９円、営

業外費用で6,９３０万1,７７８円、特別損

失で９８万1,１４８円でございます。 

  予備費の執行はございませんでした。 

  なお、収益的収入及び支出の詳細につき

ましては、３ページの損益計算書のところ

で御説明申し上げます。 

  続きまして、２ページをお開き願います。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  収入より御説明申し上げます。 

  第１款・資本的収入は、予算額１億3,８

５４万8,０００円に対し、決算額１億3,２

８２万4,８６１円でございます。内訳とし

まして、他会計繰入金で6,２９２万4,８６

１円、企業債で6,９４０万円、国庫補助金

で５０万円でございます。 

  次に支出で、第１款・資本的支出は、予

算額３億５２０万2,０００円に対し、決算

額２億7,６１８万3,８５４円でございます。

執行率は９0.５％でございます。内訳とし

まして、建設改良費で１億1,３６４万9,０

４０円、企業債償還金で１億6,２５３万4,

８１４円でございます。 

  以上の結果、資本的収入額が資本的支出

額に対して不足する額１億4,３３５万8,９

９３円は、建設改良積立金2,４２０万円、

過年度分損益勘定留保資金１億1,７０９万

１８４円、当年度消費税及び地方消費税、

資本的収支調整額２０６万8,８０９円で補

填したものでございます。 

  続きまして、３ページの平成２５年度豊

能町水道事業損益計算書を御説明申し上げ

ます。 

  なお、本ページ以降の全ての財務諸表は

消費税抜きの金額となっておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

  １の営業収益は、給水収益で４億3,３１

２万3,９７７円、その他営業収益で３５万

２２５円、計４億3,３４７万4,２０２円で

ございます。 

  ２の営業費用は、原水及び浄水費で１億5,

５１６万8,６８２円、配水及び給水費で１

億1,６５２万7,２３０円、総係費で3,５７

３万2,９２２円、減価償却費で１億9,６５

７万3,２００円、資産減耗費の執行はござ

いませんでした。その他営業費用3,６００

円、計５億４００万5,６３４円でございま

す。以上のことから、7,０５３万1,４３２

円の営業損失となっております。 

  ３の営業外収益は、受取利息で１０８万8,

７３７円、口径別納付金で３２０万円、他

会計負担金で2,１０４万1,２８０円、他会

計繰入金で2,５８０万2,７７５円、受託工

事費収益はございませんでした。財産収益

で７８万4,８６０円、雑収益で８２万7,６

７３円、計5,２７４万5,３２５円の収益で

ございます。 

  ４の営業外費用は、受託工事費用はござ

いませんでした。支払利息で5,２８９万2,

８０４円、雑支出で７２９万6,４７４円、

計6,０１８万9,２７８円でございます。 

  以上のことから、経常損失といたしまし

て7,７９７万5,３８５円となりました。 

  ５の特別利益はございませんでした。 

  ６の特別損失は、過年度損益修正損で９

４万3,９５７円でございます。 
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  以上のことから、当年度純損失といたし

まして7,８９１万9,３４２円となり、平成

２４年度の繰越欠損金４億3,７８９万9,３

６６円を加えまして、平成２５年度の未処

理欠損金が５億1,６８１万8,７０８円とな

りました。 

  続きまして４ページでございます。 

  平成２５年度豊能町水道事業剰余金計算

書を御説明申し上げます。 

  資本金の自己資本金は、平成２４年度末

残高１３億3,６２１万9,９２０円であり、

平成２５年度の変動額は、議会の議決によ

る処分額６億9,３７１万5,９１５円の減と、

建設改良積立金からの組み入れ2,４２０万

円の増を行い、平成２５年度末残高が６億6,

６７０万4,００５円となりました。 

  借入資本金は、平成２４年度末残高２７

億4,２７５万2,３９４円であり、平成２５

年度の変動額は9,３１３万4,８１４円の減

となりますが、企業債の発行を6,９４０万

円行い、企業債の償還を１億6,２５３万4,

８１４円行った結果、平成２５年度末残高

は２６億4,９６１万7,５８０円となりまし

た。 

  次に、剰余金の資本剰余金でございます。 

  工事負担金は、平成２４年度末残高２７

億3,５９１万4,９４６円であり、平成２５

年度は変動がございませんでしたので、同

額が平成２５年度末残高となっております。 

  受贈財産評価額も変動がございませんで

したので、平成２４年度末残高と同額の３

１億1,９２９万2,０２９円となっておりま

す。 

  国庫補助金は、平成２４年度末残高4,０

９３万1,０００円であり、平成２５年度の

変動額は５０万円の増となり、平成２５年

度末残高は4,１４３万1,０００円となりま

した。 

  その他、資本剰余金合計は、会計制度改

定により、平成２５年度に他会計繰入金の

受け入れとして6,２９２万4,８６１円と、

議会の議決による処分額６億9,３７１万5,

９１５円を行い、平成２５年度末残高とし

て７億5,６６４万７７６円となりました。

これらの処理で、翌年度へ繰り越す資本剰

余金合計は、６６億5,３２７万8,７５１円

となります。 

  次に、利益剰余金でございます。 

  減債積立金と利益積立金は残高がござい

ません。 

  建設改良積立金は、平成２４年度末残高

と2,４２０万円であり、平成２５年度の変

動額2,４２０万円を自己資本金に組み入れ、

残額がなくなりました。 

  未処分利益剰余金は、平成２４年度の欠

損金４億3,７８９万9,３６６円で、平成２

５年度の変動額が7,８９１万9,３４２円で

あり、繰越欠損金年度末残高５億1,６８１

万8,７０８円となりました。欠損金合計は

５億1,６８１万8,７０８円となります。し

たがいまして、資本金合計９４億5,２７８

万1,６２８円であります。 

  平成２５年度豊能町水道事業欠損金処理

計算書案でございます。 

  資本金の平成２５年度末残高は３３億1,

６３２万1,５８５円であり、処分額がござ

いませんでしたので、翌年度、同額を繰越

金とします。 

  資本剰余金の平成２５年度末残高６６億5,

３２７万8,７５１円であり、処分額がござ

いませんでしたので、翌年度へ繰り越しい

たします。 

  未処理欠損金の平成２５年度末残高は、

５億1,６８１万8,７０８円であり、処分額

はございませんでしたので、同額を翌年度

に繰越をするものでございます。 

  なお、５ページ以降の豊能町水道事業貸

借対照表以降の説明は省略させていただき
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ます。 

  以上でございます。どうかよろしく御審

議賜りまして御認定いただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、９月４日午前９時３０分より会

議を開きます。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

散会 午後２時４７分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

会期の決定について 

第 ６号報告 平成２５年度豊能町一般会計予算継続費精算報告書報告の 

       件 

第 ７号報告 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の 

       結果に関する報告の件 

第２６号議案 豊能町介護保険法関係事務手数料条例制定の件 

第２７号議案 豊能町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

       に関する基準を定める条例制定の件 

第２８号議案 豊能町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 

       める条例制定の件 

第２９号議案 豊能町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基 

       準を定める条例制定の件 

第３０号議案 豊能町税条例改正の件 

第３１号議案 豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等改正の 

       件 

第３２号議案 豊能町老人医療費の助成に関する条例改正の件 

第３３号議案 豊能町消防本部及び消防署の設置等に関する条例改正の件 

第３４号議案 豊能町消防団員等公務災害補償条例改正の件 

第３５号議案 豊能町火災予防条例改正の件 

第３６号議案 平成２６年度豊能町一般会計補正予算の件 

第３７号議案 平成２６年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第３８号議案 平成２６年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件について 

第 １号認定 平成２５年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ２号認定 平成２５年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳 

       出決算の認定について 

第 ３号認定 平成２５年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定 

       歳入歳出決算の認定について 
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第 ４号認定 平成２５年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

       の認定について 

第 ５号認定 平成２５年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決 

       算の認定について 

第 ６号認定 平成２５年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

       定について 

第 ７号認定 平成２５年度豊能町生活排水処理事業特別会計歳入歳出決 

       算の認定について 

第 ８号認定 平成２５年度豊能町水道事業会計決算の認定について
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 １２番 

 

        同   １３番 

 


